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別
記
第
十
三
号
様
式
中
「

料
有

次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
二
十
九
条
第
二
項

十
二
号
様
式
）

二

法
第
二
十
九
条
第
三
項

号
様
式
）
又
は
有
料
老
人

第
十
二
条
第
二
項
中
「
前
項

四
号
様
式
」
に
改
め
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十

山
口
県
規
則
第
六
十
号

老
人
福
祉
法
施
行
細
則

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭

す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
を
次
の
よ

第
六
条
を
削
る
。

第
七
条
中
「
外
」
を
「
ほ
か

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一

山
口
県
報
発
行
規
則
（
昭
和

る
。第

三
条
第
一
項
た
だ
し
書
中

第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中

第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

２

前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す

行
す
る
県
報
に
つ
い
て
は
、

廃
業

事
ム

ー
ホ

人
老

止
休

届
開

再
止

」
を

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
各

の
規
定
に
よ
る
届
出

有
料
老
人

の
規
定
に
よ
る
届
出

有
料
老
人

ホ
ー
ム
事
業
休
止
届
（
別
記
第
十

」
を
「
前
項
第
二
号
」
に
、
「
別

五
日

山
口

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

和
六
十
二
年
山
口
県
規
則
第
二
十

う
に
改
め
る
。

」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す

第
二
号
様
式
中
「
定
価
一
箇
月
金

ら
施
行
す
る
。

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

二
十
九
年
山
口
県
規
則
第
六
十
二

「
を
い
う
」
の
下
に
「
。
以
下
同

「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め

え
る
。

る
場
合
に
お
い
て
、
水
曜
日
が
休

そ
の
発
行
を
休
止
す
る
。

一

「

廃
業

事
ム

ー
ホ
人

老
料

有
届

止
休
止

号
に
掲
げ
る
書
類
を
知
事
に
提
出

ホ
ー
ム
届
出
事
項
変
更
届
（
別
記

ホ
ー
ム
事
業
廃
止
届
（
別
記
第
十

三
号
様
式
）

記
第
十
三
号
様
式
」
を
「
別
記
第

県
知
事

二

井

関

成

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

る
。

円
（
送
料
共
）
」
を
削
る
。

布
す
る
。

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

じ
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
を
同

、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同

日
に
当
た
る
と
き
は
、
火
曜
日
に

」 し第三十 正 す条条発

規

則
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に
改

第 号

に
、

福
人

め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式

止
休「

た
し

開
再
止

廃

」
を
「

第
法

祉

い
た

し
止

休
止

廃の
項

３
第

条

」
に
、

を
加
え
る
。

」
に
、
「

第
法

祉
福

人
老

細
行

施
法

祉
福

人
老

第
条
則

「

休

開
再

日
月

年
止

廃
止

休

由
理

の
止

廃
止

休

間
期

止

」
を

第
項

２
の

項
２

第
条

」
を
「老

「

日
月

年
定

予
の

止
休
止

廃休
止

廃

間
期

定
予

の
止

休

由
理

の
止

」

、
は
さ
き
大
の
紙

用
考
備

年
開

再

間
期

止
休

工
本
日

所
住
の
者
出
届

１
注

日
月

名
氏
の
者
表

代

名
氏
び

及

の
者
出
届

２

る
す
入

記
を

し
署
自

を
名

氏

人
老

料
有
り
お

と
の
記
下

け
届
り
よ

に
定
規
の

項

ホす
ま

出

地
在

所

称
名

第
式
様
号

第事
知
県
口
山

有

）
係

関
条様

格
規
業

か
日

月
年

。
る
す

と
４

列

て
つ
あ

に
人

法
、

は

年

ら

た

。
と

こ

た
主
の

そ
、

は

と
こ

る
す

印
押

、
は

き
と

し
要

を

の
た

し
開

再
を

業
事

ム
ー

ー
ホ

人
老

料

記

。

老
、

で

住
者
出

届

郵

開
再

業
事

ム

氏

務
事
る

日
月

で
ま
日

月
年

称
名

に
び

並
地

在
所

の
所

。
と

こ
い

な

び
及

第
則

細
行
施

法
祉

福
人

号
番

便

日
月

年

届

２
第
条

）
番

局
話

電

印
名 所

二
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山山

第 号

こ
山

丁
目
、
彦
島
江
の
浦
町
五
丁
目
、

丁
目
、
彦
島
角
倉
町
四
丁
目
、

菊
川
町
大
字
上
保
木
、
菊
川
町
大

口
県
告
示
第
三
百
三
十
九
号

成
二
十
一
年
度
地
籍
調
査
事
業
計

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
五
日

調
査
地
域
中
「
彦
島
江
の
浦
町

一
条
中
「
第
七
条
」
を
「
第
六
条

九
条
を
削
る
。

附

則

の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
八
月

告

口
県
報
発
行
手
続
規
程
の
一
部
を

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
五
日

山
口
県
報
発
行
手
続
規
程
の
一

口
県
報
発
行
手
続
規
程
（
昭
和
三

附

則

の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

訓

口
県
訓
令
第
五
号

彦
島
江
の
浦
町
八
丁
目
、
彦
島

彦
島
杉
田
町
一
丁
目
」
を
、
「
菊

字
轡
井
、
菊
川
町
大
字
下
保
木

画
に
関
す
る
告
示
（
平
成
二
十

。

山
口
県
知

二
丁
目
」
の
下
に
「
、
彦
島
江

」
に
改
め
る
。

二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

示

改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に

山
口
県
知

部
を
改
正
す
る
訓
令

十
三
年
山
口
県
訓
令
第
十
号
）

す
る
。

令

江
の
浦
町
九
丁
目
、
彦
島
角
倉

川
町
大
字
上
岡
枝
」
の
下
に

」
を
加
え
る
。

一
年
山
口
県
告
示
第
百
七
十
一

事

二

井

関

成

の
浦
町
三
丁
目
、
彦
島
江
の
浦

庁

中

一

般

定
め
る
。

事

二

井

関

成

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

〃
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〃
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岩

国

市

保

木

迫

〃
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〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一

区
域
の
名
称

差
組

地
区

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地

号
と
十
六
号
を
結
ん
だ
線
に

市

名

大

字

名

字

山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十

一
四
二

組

四
一
五
の
一

日
神
田

四
一
六
の
四
地
先

四
二
一
地
先

二
〇
〇
の
二

二
〇
五
の
一
地
先

二
〇
八

一
九
三

一
九
四
の
一

一
三
三

二
二
一
の
二

二
二
一
の
一

二
一
一

一
四
〇

一
三
九

一
四
〇

に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
六
号

囲
ま
れ
た
区
域

名

地

番

害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
次

五
日

山
口

三

九
号

十
号

十
一
号

十
二
号

十
三
号

十
四
号

十
五
号

十
六
号

一
号

二
号

三
号

四
号

五
号

六
号

七
号

八
号

ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱

標

柱

番

号

四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第

の
区
域
を
指
定
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

一 三

訓

令

告

示
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山
口

一二

第 号

（
二特

と
お変

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
そ
の

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び

健
康
福
祉
部
地
域
医
療
推
進
室

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及

山
口
県
広
域
災
害
救
急
医
療
情
報

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
七
日

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

柳

六
九
）
契
約
の
締
結

の
と
お
り
随
意
契
約
の
方
法
に
よ

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
五
日

県
柳
井
県
民
局
に
お
い
て
公
衆
の

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
五
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
八
月
六
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特

代

表

者

の

氏

名

久

公

六
八
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

更
後
の
定
款
は
、
平
成
二
十
一
年

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

デ
ー
タ

東
京
都
江
東
区
豊
洲

所
在
地

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

び
数
量

シ
ス
テ
ム

一
式

井
市
大
字
伊
陸
四
六
五
五
番
地

り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

山
口
県
知

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人

保
田
修
治

告

定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

十
月
六
日
ま
で
の
間
、
山
口
県

三
丁
目
三
番
三
号

の
一

事

二

井

関

成

事

二

井

関

成

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

国
際
舞
台
芸
術
祭

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

ま
し
た
。

環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
及
び

（
二
七
一
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

二
十
一
年
四
月
三
日
山
口
県
公

市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
一

労
働
部
商
政
課
及
び
下
関
市
観

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

（
仮
称
）
宇

所
在
地

宇
部
市
北
琴

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

（
二
七
〇
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

二
十
一
年
三
月
六
日
山
口
県
公

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
一

労
働
部
商
政
課
及
び
宇
部
市
経

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十

六

契
約
金
額

三
億
四
千
四
百
三
十
万
八

七

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等

第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条

八

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

二
井

関

山
口

立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

告
（
一
一
〇
）
に
係
る
大
規
模
小

年
八
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
九
月

光
産
業
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て

五
日

山
口

及
び
所
在
地

部
北
琴
芝
複
合
店
舗

芝
二
丁
目
五
六
九
の
一

は
な
い
。

立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

告
（
七
二
）
に
係
る
大
規
模
小
売

年
八
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
九
月

済
部
商
業
観
光
課
に
お
い
て
公
衆

五
日

千
二
百
円

し
た
理
由

又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特

第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
た
め

成

県
知
事

二

井

関

成

よ
る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
下

二
十
五
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

県
知
事

二

井

関

成

よ
る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
宇
部

二
十
五
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政

四

成関工 成市工 令

公

告



平成 年 月 日 火曜日

港
港
地

り
縦

一

山 口 県

二三（
二

（定期）報

（
二土

県
営

て
準

一

第 号

一二

面
積

二
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

区
を
定
め
た
い
の
で
、
同
条
第
三

覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
五
日

臨
港
地
区
の
区
域
の
案

位
置

下
関
市
豊
北
町
大
字
神
田

県
営
下
関
南
部
地
区
農
村
振
興
総

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
六
日
か

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

七
三
）
臨
港
地
区
の
区
域
の
案
の

七
二
）
県
営
下
関
南
部
地
区
農
村

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

下
関
南
部
地
区
農
村
振
興
総
合
整

用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
五
日

縦
覧
に
供
す
る
書
類

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

シ
ー
モ
ー
ル
下
関
シ

所
在
地

下
関
市
竹
崎
町
四
丁

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

百
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
臨
港

山
口
県
知

合
整
備
事
業
変
更
計
画
書
の
写

ら
同
年
九
月
十
四
日
ま
で

縦
覧

振
興
総
合
整
備
事
業
変
更
計
画

第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条

備
事
業
の
事
業
計
画
を
変
更
し

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

山
口
県
知

在
地

ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

目
一
の
二

。

項
の
規
定
に
よ
り
、
特
牛
港
臨

地
区
の
区
域
の
案
を
次
の
と
お

事

二

井

関

成

し 書
の
縦
覧

の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

事

二

井

関

成

二

臨
港
地
区
の
区
域
の
案
の

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十

三

臨
港
地
区
の
区
域
の
案
の

山
口
県
土
木
建
築
部
港
湾

市
役
所
豊
北
総
合
支
所

縦
覧
期
間

五
日
か
ら
二
週
間

縦
覧
場
所

課
、
下
関
土
木
建
築
事
務
所
並
び

五

に
下
関
市
港
湾
局
経
営
課
及
び
下
関



平
成
二

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
五
日
印
刷

十
一
年
八
月
二
十
五
日
発
行

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県
県

庁
知
事


